
平成 24 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）  

（厚生労働省） 

制 度 名 （独）国立病院機構の非特定独立行政法人化に伴う非課税措置の創設 

税 目 国税（所得税、法人税、登録免許税、地価税、印紙税、消費税） 

要

望

の

内

容 

 
 
（独）国立病院機構については、22 年４月の厚生労働省省内事業仕分け及び同
年 11 月の行政刷新会議事業仕分けにおいて、非特定独立行政法人化の方針を提
示したところ。（独）国立病院機構を非特定独立行政法人化した場合において
も、現行の非課税措置の適用を継続すること。 
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⑴ 政策目的 

（独）国立病院機構は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者
の研修等の業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関す
る医療その他の医療であって、国の医療政策として（独）国立病院機構が担う
べきもの（※）の向上を図り、もって公衆衛生の向上に寄与する。 

 

（※）結核、重症心身障害、筋ジストロフィー、心神喪失者等医療観察法等、
他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのある医療や、国の政策
上、特に体制確保が求められる４疾病５事業に対する医療、危機管理対
応など。 

 

⑵ 施策の必要性 

（独）国立病院機構が非特定独立行政法人化した場合においても、引き続き国
の医療政策として（独）国立病院機構が担うべきものの向上を図ることが必要
である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税（公共法人：法人非課税）、法人税（公共法人：法人非課税）、 
印紙税（法人非課税）、登録免許税（法人非課税）、地価税（法人非課
税）、消費税（公共法人：法人非課税） 
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政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

 
基本目標Ⅳ 地域で健康に長寿を迎えられる社会を実現する 
施策大目標１ 医療サービスを安定的に提供する 
施策中目標１ 安定的な医療提供体制を構築する 
 

政 策 の 

達成目標 

 
国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療
であって、国の医療政策として機構が担うべきものの向上を図
り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与する。 
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目以外の税

制上の支援

措 置 

 
 
地方税について、現行の独立行政法人に講じられている非課税
措置と同等の措置を要望。 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
 
運営費交付金（現時点では具体的に検討していない。） 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
 
運営費交付金（現時点では具体的に検討していない。） 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

 
（独）国立病院機構を非特定独立行政法人化した場合において
も、現行の非課税措置の適用を継続することで、国の医療政策
として（独）国立病院機構が担うべきものの向上を図るという
機構の政策目的の達成に資する。 
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これまでの 

要 望 経 緯 

 
・平成 23 年度税制改正要望において、「独立行政法人の見直し
に伴う非課税措置の創設」として同一の要望を提出。 

・整理資源及び公経済の負担主体（予算措置）の変更について
関係省庁との協議がまとまらず、平成 23 年通常国会への機構
の非特定独立行政法人化に係る法案提出を見送ることとした
ことから、要望を取り下げた。 

 
 


